
 

資料提供（投げ込み） 令和７年１２月１８日(木) 

場所 津市政記者室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

【予算以外に関すること】 

総務部 総務課 

（電話０５９－２２９－３２７５） 

総務課長 

村田 雅章 

【予算に関すること】 

政策財務部 財政課 

（電話０５９－２２９－３１２４） 

財政課長 

若林 麻衣子 

 
令和７年第４回津市議会定例会追加議案について 

 

 別紙のとおり 
 
 



 

１ 

令和７年第４回 

津市議会定例会提出予定議案 
《 議 案 一 覧（追加）》 

 

【議 案】 

○議案第１４１号 津市職員の給与に関する条例及び津市一般職の任期付

職員の採用等に関する条例の一部の改正について《総務部》 

従来から人事院勧告の趣旨を尊重し給与改定を行ってきていること、また、令和７

年人事院勧告を踏まえ一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案が

可決されたことから給与改定を行う。 

・津市職員の給与に関する条例の一部改正 

  ・給料表の改定（公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用） 

行政職給料表     平均３．３％の引上げ 

教育職給料表（一）  平均３．３％の引上げ 

教育職給料表（二）  平均３．３％の引上げ 

・期末手当の支給率の改定（令和７年１２月支給分の支給率は公布の日から施行し、 

令和７年１２月１日から適用。令和８年度以降の支給率は令和８年４月１日から

施行） 

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

 区 分 現 行 
改正後 

令和７年度 令和８年度以降 

６月に支給する場合 100分の125 
100分の125 

（改定なし） 
100分の126.25 

 特定幹部職員 100分の105 
100分の105 

（改定なし） 
100分の106.25 

１２月に支給する場合 100分の125 100分の127.5 100分の126.25 

 特定幹部職員 100分の105 100分の107.5 100分の106.25 

計 100分の250 100分の252.5 100分の252.5 

 特定幹部職員 100分の210 100分の212.5 100分の212.5 

 

 



 

２ 

定年前再任用短時間勤務職員 

 区 分 現 行 
改正後 

令和７年度 令和８年度以降 

６月に支給する場合 100分の 70 
100分の 70 

（改定なし） 
100分の 71.25 

 特定幹部職員 100分の 60 
100分の 60 

（改定なし） 
100分の 61.25 

１２月に支給する場合 100分の 70 100分の 72.5 100分の 71.25 

 特定幹部職員 100分の 60 100分の 62.5 100分の 61.25 

計 100分の140 100分の142.5 100分の142.5 

 特定幹部職員 100分の120 100分の122.5 100分の122.5 

・勤勉手当の支給率の改定（令和７年１２月支給分の支給率は公布の日から施行し、 

 令和７年１２月１日から適用。令和８年度以降の支給率は令和８年４月１日から

施行） 

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

 区 分 現 行 
改正後 

令和７年度 令和８年度以降 

６月に支給する場合 100分の105 
100分の105 

（改定なし） 
100分の106.25 

 特定幹部職員 100分の125 
100分の125 

（改定なし） 
100分の126.25 

１２月に支給する場合 100分の105 100分の107.5 100分の106.25 

 特定幹部職員 100分の125 100分の127.5 100分の126.25 

計 100分の210 100分の212.5   100分の212.5 

 特定幹部職員 100分の250 100分の252.5   100分の252.5 

期末手当及び勤勉手当 

の合計 
100分の460 100分の465 100分の465 

 特定幹部職員 100分の460 100分の465 100分の465 

 

 



 

３ 

定年前再任用短時間勤務職員 

 区 分 現 行 
改正後 

令和７年度 令和８年度以降 

６月に支給する場合 100分の 50 
100分の 50 

（改定なし） 
100分の 51.25 

 特定幹部職員 100分の 60 
100分の 60 

（改定なし） 
100分の 61.25 

１２月に支給する場合 100分の 50 100分の 52.5 100分の 51.25 

 特定幹部職員 100分の 60 100分の 62.5 100分の 61.25 

計 100分の100 100分の102.5 100分の102.5 

 特定幹部職員 100分の120 100分の122.5 100分の122.5 

期末手当及び勤勉手当 

の合計 
100分の240 100分の245 100分の245 

 特定幹部職員 100分の240 100分の245 100分の245 

  ・宿日直手当の支給額の上限の改定（公布の日から施行し、令和７年４月１日から 

適用） 

  ・通勤手当の改定（公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用） 

・津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

  ・給料表の改定（公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用） 

    特定任期付職員給料表  平均３．３％の引上げ 

    任期付職員給料表    平均３．６％の引上げ 

  ・期末手当の支給率の改定（令和７年１２月支給分の支給率は公布の日から施行し、 

令和７年１２月１日から適用。令和８年度以降の支給率は令和８年４月１日から

施行） 

特定任期付職員 

 区 分 現 行 
改正後 

令和７年度 令和８年度以降 

６月に支給する場合 100分の 95 
100分の 95 

（改定なし） 
100分の 96.25 

１２月に支給する場合 100分の 95 100分の 97.5 100分の 96.25 

計 100分の190 100分の192.5   100分の192.5 



 

４ 

・勤勉手当の支給率の改定（令和７年１２月支給分の支給率は公布の日から施行し、 

令和７年１２月１日から適用。令和８年度以降の支給率は令和８年４月１日から

施行） 

特定任期付職員 

 区 分 現 行 
改正後 

令和７年度 令和８年度以降 

６月に支給する場合 100分の 87.5 
100分の 87.5 

（改定なし） 
100分の 88.75 

１２月に支給する場合 100分の 87.5 100分の 90 100分の 88.75 

計 100分の175 100分の177.5   100分の177.5 

期末手当及び勤勉手当の

合計 
100分の365 100分の370 100分の370 

 

○議案第１４２号 津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部の改正について《総務部》 

  人事院勧告等を踏まえた一般職の期末手当及び勤勉手当の支給率の改定に連動した

改正を行う。 

・期末手当の支給率の改定（令和７年１２月支給分の支給率は公布の日から施行し、

令和７年１２月１日から適用。令和８年度以降の支給率は令和８年４月１日から施

行） 

区 分 現 行 
改正後 

令和７年度 令和８年度以降 

６月に支給する場合 100分の210 
100分の210 

（改定なし） 
100分の212.5 

１２月に支給する場合 100分の210 100分の215 100分の212.5 

     計 100分の420 100分の425 100分の425 

 

 

 

 

 

 



 

５ 

○議案第１４３号 津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一

部の改正について《総務部》 

人事院勧告等を踏まえた一般職の期末手当及び勤勉手当の支給率の改定に連動した

改正を行う。 

・期末手当の支給率の改定（令和７年１２月支給分の支給率は公布の日から施行し、

令和７年１２月１日から適用。令和８年度以降の支給率は令和８年４月１日から施

行） 

区 分 現 行 
改正後 

令和７年度 令和８年度以降 

６月に支給する場合 100分の230 
100分の230 

（改定なし） 
100分の232.5 

１２月に支給する場合 100分の230 100分の235 100分の232.5 

     計 100分の460 100分の465 100分の465 

 

○議案第１４４号 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一

部の改正について《総務部》 

  人事院勧告等を踏まえた一般職の期末手当及び勤勉手当の支給率の改定に連動した

改正を行う。 

・期末手当の支給率の改定（令和７年１２月支給分の支給率は公布の日から施行し、

令和７年１２月１日から適用。令和８年度以降の支給率は令和８年４月１日から施

行） 

区 分 現 行 
改正後 

令和７年度 令和８年度以降 

６月に支給する場合 100分の230 
100分の230 

（改定なし） 
100分の232.5 

１２月に支給する場合 100分の230 100分の235 100分の232.5 

     計 100分の460 100分の465 100分の465 

 

 

 

 

 



 

６ 

○議案第１４５号 津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条

例の一部の改正について《総務部》 

  人事院勧告等を踏まえた一般職の期末手当及び勤勉手当の支給率の改定に連動した

改正を行う。 

・期末手当の支給率の改定（令和７年１２月支給分の支給率は公布の日から施行し、

令和７年１２月１日から適用。令和８年度以降の支給率は令和８年４月１日から施

行） 

区 分 現 行 
改正後 

令和７年度 令和８年度以降 

６月に支給する場合 100分の230 
100分の230 

（改定なし） 
100分の232.5 

１２月に支給する場合 100分の230 100分の235 100分の232.5 

     計 100分の460 100分の465 100分の465 

 

○議案第１４６号 令和７年度津市一般会計補正予算（第８号） 

《政策財務部》 

 ・補  正  額                   ７１４，２１８千円 

 ・補正後の予算額               １３４，７０６，５０３千円 

 

○議案第１４７号 令和７年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第３号）《健康福祉部》 

（事業勘定） 

 ・補  正  額                     １，８１２千円 

 ・補正後の予算額                ２６，２３５，７０２千円 

（直営診療施設勘定） 

 ・補  正  額                       ２０８千円 

 ・補正後の予算額                    ５９，９０２千円 

 

○議案第１４８号 令和７年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）《健康福祉部》 

 ・補  正  額                     ６，１２２千円 

 ・補正後の予算額                ３１，４６６，６９２千円 



 

７ 

○議案第１４９号 令和７年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号）《健康福祉部》 

 ・補  正  額                    △５，９９６千円 

 ・補正後の予算額                 ８，４４７，４０７千円 

 

○議案第１５０号 令和７年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）《建設部》 

・補  正  額                     ４，８３５千円 

 ・補正後の予算額                    ２０，１０５千円 

 

○議案第１５１号 令和７年度津市水道事業会計補正予算（第２号） 

《上下水道管理局》 

・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                 △４６，４７２千円 

    補正後の予算額               ８，７４２，４９６千円 

支 出 

    補  正  額                  ３７，５８７千円 

    補正後の予算額               ８，３２２，０４１千円 

・資本的収入及び支出 

   支 出 

    補  正  額                   ４，６６１千円 

    補正後の予算額               ３，７４３，７９７千円 

 

○議案第１５２号 令和７年度津市下水道事業会計補正予算（第１号） 

《上下水道管理局》 

・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                △３０２，４３３千円 

    補正後の予算額              １３，０８５，６２７千円 

支 出 

    補  正  額                  ８２，７１９千円 

    補正後の予算額              １１，９６１，７５５千円 



 

８ 

・資本的収入及び支出 

   支 出 

    補  正  額                   ９，４６８千円 

    補正後の予算額              １２，３１３，２０２千円 

 


